
伊勢崎市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 2026               

１．目的 

 伊勢崎市耐震化緊急促進アクションプログラム（以降、「アクションプログラム」と

いう。）は、伊勢崎市耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、毎年度、住宅耐震

化に係る取組を位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、アクションプロ

グラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。 

 

３．計画（令和８年度） 

取
組
内
容 

【財政的支援】 

・住宅の耐震診断士派遣事業を実施 

・住宅の耐震改修費（設計・監理費共）補助を実施 

・耐震シェルター等設置費補助を実施 

【普及啓発等】 

１） 住宅所有者に対する直接的な耐震化促進 

・昭和 56 年 5 月以前の住宅所有者あてに、ダイレクトメールを送付（令和７年

度は昭和 44､43､42､41､40 年建築の所有者に送付を実施。） 

・診断未実施の住宅所有者への戸別訪問を実施 

・固定資産税の納税通知送付用封筒裏面に耐震改修の必要性について記載 

２） 耐震診断実施者に対する耐震化促進 

・耐震診断結果報告時に補助制度を説明することで耐震改修を促進 

・令和 6 年度に耐震性無と診断され、耐震改修が未実施の所有者に対し、訪問等

による耐震改修促進を実施 

３） 改修事業者の技術力の向上等 

・改修事業者に対する耐震講習会を１回以上開催（県と共同実施） 

・改修事業者リストを作成し公表（県と共同実施） 

・市内建設業者に対して耐震に係る講習会を積極的に受講してもらうよう依頼 

４）一般市民への周知普及 

・リーフレットや広報誌で、耐震改修の必要性と補助制度を周知 

・住民向けの相談会にて耐震相談ブースを設置（説明者有） 

・公民館にて住宅相談会を開催し、耐震相談も受け付ける。 

目
標 

１） 住宅の耐震診断士派遣事業を 17 戸実施 

２） 住宅の耐震改修費（設計・監理費含む）に対する補助を 5 戸実施 

３） 耐震シェルター等設置費補助を 3 戸実施 

実
績
（
戸
） 

年度 ~H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 合計 

診断士 
派遣 393 14 11 3 39 45 50 29 39 21 644 

診断結果 
耐震性無 376 14 11 3 38 41 50 27 38 21 619 

改修補助 9 3 1 1 2 4 1 2 0 1 24 
 
４．自己評価（前年度の取組） 

取

組

評

価 

【財政的支援】 

・住宅の診断士派遣事業を 21 戸実施 

・住宅の耐震改修費（設計・監理費共）補助を募集したが実施 1 戸 

・住宅のシェルター設置補助を募集したが実施 0 戸 

【普及啓発等】 

・昭和 45、46、47 年建築の住宅所有者あてに、ダイレクトメール送付を実施 

・固定資産税の納税通知送付用封筒裏面に耐震改修の必要性について全住戸の

所有者へ送付を実施 

・耐震診断の結果、耐震性無と診断された 21 戸の所有者に対し、診断結果の

報告時に補助制度の説明を実施 

・改修事業者に対する耐震講習会を県と共同で１回開催（2 月開催） 

・耐震診断・耐震改修補助制度の周知を、広報誌にて 5 月 1 日号、回覧板に

て 7 月 1 日号の年 1 回実施 

・耐震相談を含めた住民向けの住宅相談会について、広報誌にて周知し相談会

を実施（8 日間実施、説明者有） 

・令和 5 年度に耐震性無と診断され耐震改修が未実施の 21 戸の所有者及び、

耐震診断未実施の 10 戸の所有者に対し、訪問等により耐震改修促進を実施 

・低コスト耐震改修工法、代理受領制度の継続 

課
題 

・耐震診断実施者への訪問時ヒアリングの結果、耐震改修しない理由として「建

物を引継ぐものがいない」「高額な費用負担」が多く聞かれた。 

・平成 29 年よりシェルター設置補助の実施実績がなく、周知方法の改善が必

要。 

改
善
策 

・耐震診断を実施していない住宅所有者に対する戸別訪問による啓発および、

市内建設業者へ耐震講習会受講に対する周知を行う。 

・費用負担の軽減を図ることが可能な低コスト耐震改修工法や耐震シェルター

等の部分的な補強方法を周知するため、費用等のモデルケースを提示出来る

ようにする。 

 

２．位置づけ 

 本アクションプログラムは、伊勢崎市耐震改修促進計画第５章２．（４）に基づき策

定する。 


